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　担い手農家への農地集積、新規就農者の定着などを図るため、農地中間管理事業が
スタートしました。熊本県では、熊本県農業公社が「農地中間管理機構」として業務
を行います。中間管理機構が農地の中間的受け皿となることで、貸し借りがスムーズ
になるよう調整を行います。
　また、中間管理事業を利用して農地を貸した地域や農家の方には、協力金が交付さ
れます。
　※交付を受けるには一定の条件があります。

問 い 合 わ せ

●市役所 農政課　　　　☎２２－３２７４

●阿蘇市農業委員会　　 ☎２２－３２５４

●ＪＡ阿蘇 営農企画課　☎２２－６１１５

●熊本県農業公社　　　 ☎ 096-213-1234
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協力金の概要 ※�協力金の詳しい内容は市役所農政課（☎ 22-3274）まで
お問い合わせください。
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